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１．港区男子ＨＰＶワクチン任意接種助成事業について 

 

（１） 事業の概要 

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）ワクチンについては、男性が接種することで、ＨＰＶの感染による

肛門がんや尖圭コンジローマの発症等の予防や、性交渉によるパートナーへの感染の広がりを抑える効

果が期待できます。 

区は、接種を希望する対象者の保護者等への経済的負担の軽減を図ることを目的に、港区民の男子への

ＨＰＶワクチン任意接種の費用助成を令和６年１２月１日から開始しています。 

（２） 対象者 

接種日時点で港区に住民登録のある小学６年生から高校１年生相当年齢までの男子 

※ただし令和７年度のみ高校２年生相当年齢の男子で、令和６年度中に１回以上の接種を本助成事業

によって受けた者に限り、令和７年度末を限度に助成期間を延長しています。有効期限は予診票の右

上に記載しております。 

（３） 委託料 

定期予防接種と同額 

（４） 助成回数 

未接種回数分（最大 3 回） 

（５） 接種ワクチン 

４価ガーダシル®ワクチン 

※９価シルガード®９は、男性への接種が日本では薬事承認されていないため助成対象になりません。 

（６） 実施方法 

① 港区医師会と業務委託契約を締結、実施協力の意向確認に応じた医療機関で実施します。 

② 実施協力に応じた医療機関の一覧を作成し、ホームページ等にて公表します。 

③ 区に助成を申請した接種希望者が任意接種予診票を持参したら接種を実施してください。自己負担額

はありません。 

④ 翌月の指定日（毎月８日）までに、「港区任意接種助成事業実施報告書」に請求用の予診票を添えて、

医師会にご提出ください。 

（７） 実施期間 

 令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日  

予診票の有効期限は対象者が 16 歳（高校 1 年生相当年齢）となる日の属する年度の末日までとなり年度を



 

またいで助成が受けられます。 

※高校 2 年生相当年齢の男子で、令和６年度中に１回以上の接種を本助成事業によって受けた者に限り、令

和７年度末を限度に助成期間を延長しています。 

（８） 医療機関への支払い額（委託料） 

委託料は単価表をご確認ください。 

公費負担となりますので、被接種者への費用の徴収はしないでください。 

４価ガーダシル®ワクチン以外のＨＰＶワクチンを使用した場合や、ワクチンの添付文書に沿わない接種

を行った場合、予診票に記載された有効期限を超えて接種した場合は、委託料をお支払いできないことがあ

ります。 

（９） 実施にあたって 

① 「任意接種予診票」については、事前の申請によってみなと保健所が発行します。区が発行した予診票

を持参された方のみが助成を受けられます。 

② 接種後に費用を請求できる償還払い制度はありません。 

③ 本事業は、港区独自の事業となります。住民票が港区にある方（港区民）への助成制度です。 

④ 港区民以外の方が、ワクチン接種を受けに来院された場合は、自己負担となります。定期接種のように

２３区での協定は行っておりません。 

⑤ 予診のみの場合も請求できます。 

⑥ 予診票は、2 枚複写（請求用・医療機関控）になっています。 

⑦ 有効期限の過ぎた予診票での助成はできません 

（10） 事業の流れ 

助成の申請 

・ 接種を希望する区民は、予防接種予診票コールセンター（０３－６４００－００

94）へ電話で申し込むか、区ホームページから電子申請する 

・ 区から申請者宛てに「予診票」「お知らせ」を送付する 

・ 接種に当たっては、原則として医療機関を予約の上、「予診票」「母子手帳（親

子手帳）等」「マイナンバーカード、医療証等の本人確認資料」を持参する 

  

接種の実施 

・ （受付） 

・ 問診予診票の記載、体温確認 

・ 問診・ワクチンについての説明・接種実施に際しての説明等 

・ ワクチンの接種 

・ 予診票医師記入欄の記載・自署 

  

事業実施報告・請求 
・ 毎月 8 日までに前月実施した接種を取りまとめ、港区医師会を経由し、みな

と保健所へ報告 

  

業務委託料の支払い 
・ 区は、港区医師会から報告提出のあった「予診票」を点検し、業務委託料を 

実施数にもとづき各医療機関へ支払う 

  



 

2．接種について 

（1） 当日の受付 

接種希望者には、来院する際の必要書類を次のとおりとしております。 

・任意接種予診票 

・健康保険証又はマイナンバーカード等（港区民であることがわかる書類） 

上記の書類により、本事業の助成対象（接種日現在港区民）であることをご確認下さい。 

※任意接種の予診票の枠色は「緑」です。「オレンジ」の女子の定期予防接種とは制度が異なります。 

（2） 問診・ワクチン接種の事前説明 

接種を行うに際しては、被接種者が自らの意思で接種を希望していることを確認する必要があります。被接

種者（接種を希望する方）が、その必要性を理解しているか、接種不適当者または、接種要注意者に該当してい

ないか、当日の体調がよいか等を判断するためには、予診票を活用し、充分な問診・説明を行ってください。 

任意接種予診票は、安全に接種可能であるかを判定する重要な資料です。 

（3） 健康被害制度の説明について 

ワクチン接種にあたっては、副反応の説明と健康被害への対応を説明し、接種を行ってください。予防接種

法に基づく接種ではないため、接種後に副反応による入院、生活に支障が出るような障害を残す等健康被害

が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成 14 年 12 月 20 日法律第 192 号）及び港

区予防接種事故災害補償要領（平成 23 年 4 月 1 日 22 港総総第 1958 号）の定めによる補償の対象とな

る場合があります。 

（4） ワクチン接種 

接種を実施するにあたっては、質問（問診）項目を確認し、診察・説明を行い、接種の効果や目的、副反応の

可能性、医薬品副作用被害救済制度などを被接種者へ説明し、接種実施の同意を得てください。 

（5） 予診票への記入及び接種記録票の交付 

予診票は、2 枚複写（請求用、医療機関控）となっています。ワクチン接種の可否等、「（７）任意接種予診票の

記入について」に沿って医師が記入・署名してください。 

（6） 接種にかかる費用について 

全額公費負担となりますので被接種者が負担する費用はありません。委託金額は定期予防接種の金額に準

じています。 

 

 

 

 



 

（7） 任意接種予診票の記入について 

予診票記入の注意 

 
 

ガーダシルのみ助成の対象です。 

シルガード 9 は男性への接種が薬事承認されていないため助成できません。接種し

た「Lot No.（ワクチンシールの貼付）」「接種部位」「実施した医療機関名」「接種医師

名」「接種年月日」を記載漏れのないようにご注意ください。 

接種希望者が同意署名す

る欄です。記入漏れのな

いよう確認願います。 

太枠内は接種希望者が

記入します。 

記入漏れがないか、ご確

認ください。 

前回の接種履歴を確認してください。 

2 回目は初回接種から 1 か月以上の間隔を置く 

3 回目は 2 回目から 3 か月以上の間隔を置く 

接種年月日の記入漏れがないよう

にご注意ください。 

有効期限が切れていないか確認してください。 



 

 

3．実施報告・費用請求について 

「任意接種予診票」の１枚目「請求用」を１か月分にとりまとめ、「任意接種助成事業実施報告書」を添えて、翌

月８日までに港区医師会事務局へ提出してください。 

その後、港区では、港区医師会から提出された書類を点検し、委託料として、貴医療機関の届出口座へ振り

込みます。 

4．問合せ 

 

本事業に関して不明な点がありましたら、お問い合わせください。 

 
港区みなと保健所 保健予防課保健予防係 

住 所 〒108－8315 港区三田一丁目４番１０号 

電 話 ０３－６４００－００８１ 

FAX ０３－３４５５－４４６０ 

 


